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   みさき公園に「シマウマの赤ちゃん」が誕生したことを記念して 

『シマウマ』の命名権をネットオークションします！ 
落札金はすべて落札者から世界自然保護基金と野生動物保護募金へ寄付していただきます  

 

南海電鉄（社長：山中 諄）が経営する遊園地「みさき公園」（大阪府泉南郡岬町）では、平成

17年５月９日、チャップマンシマウマの夫婦にオスの赤ちゃんが誕生しました。 

生後の健康状態も良好で、いつも母親と一緒に行動し、甘える姿がとても愛らしく、お乳を飲

んですくすくと日々成長しています。 

今回、シマウマの赤ちゃんが誕生したことを記念して、このシマウマの命名権を当社沿線情報

ホームページ「ＮＡＴＴＳ ＮＥＴ(ナッツネット)」(http://www.natts.net/)にてオークション

し、落札金はすべて落札者から世界自然保護基金(ＷＷＦ)と社団法人日本動物園水族館協会野生

動物保護募金へ寄付していただきます。 

 

詳細は別紙のとおりです。 

 

 
 

母親「フォルクス」と誕生した赤ちゃんシマウマ 

 



別 紙 

 

(１)シマウマの赤ちゃんについて 

１．誕 生 日  平成 17年５月９日（月） 

 

２．性  別  オ ス （体長：約１ｍ20cm・体高：約１ｍ・体重：約 30kg） 

 

３．所有頭数  チャップマンシマウマ５頭 

（父「ディップ」、母「フォルクス」、長女「さくら」、次女「夏鈴
か り ん

」、長男） 

        ※長女「さくら」は平成 14年４月に、次女「夏鈴」は平成 15年７月に誕生） 

 

４．公開場所  みさき公園動物園内シマウマ放養場で一般公開中 

 

５. そ の 他  チャップマンシマウマについて  

①科目：奇蹄目 ウマ科 ウマ属 

        ②生息：南アフリカ共和国の北東部、中央アフリカ、アンゴラ南部の草原地帯 

        ③特徴：体のシマとシマの間に「カゲシマ」と呼ばれる薄いシマがあるのが特

徴。足のシマはひづめまで届いていない。子供は１回の妊娠につき１

頭生まれ、生後約 30 分で立ち上がり、約１時間経過すると走ること

ができる。そして、大人に成長すると時速約 60ｋｍの速さで走る。 

 

＜みさき公園の概要について＞ 

１．営業時間 ９時３０分～１７時００分 

２．休 園 日  毎週火曜日 

３．入園料金 春季催し物開催中（平成 17年３月 12日から６月 19日まで） 

       大人 1,300 円 小児 700 円] 

４．所 在 地  大阪府泉南郡岬町淡輪３９９０番地 

５．園  長 坂部 直成 

６．加盟団体 （社）日本動物園水族館協会 

７．一般お問合わせ みさき公園（ＴＥＬ ０７２４－９２－１００５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（２）命名権のオークションについて 

１．命名権の対象 シマウマの赤ちゃん 

 

２．ｵｰｸｼｮﾝ受付期間 平成 17年５月 17日（火）10:00 から６月 19日（日）24:00 まで 

 

３．ｵｰｸｼｮﾝの流れ 当社沿線情報ﾎｰﾑﾍﾟｰｼ「゙NATTS NET（ナッツネット）」(http://www.natts.net/) 

         で命名権のオークションをいたします。選考の流れは以下のとおりです。 

         

         

① お客さまが「NATTS NET」(http://www.natts.net/)に希望金額を入力 

                         ↓  
   ② 最高落札額を提示されたお客さまへ NATTS 事務局から通知 

↓                   
   ③ お客さまとみさき公園事務所が調整し、最終的に名前を決定 

   

        ＜落札されたお客さまへの特典＞ 

        ① 命名式典での命名証明書の贈呈 

② みさき公園入園パスを贈呈（３年間何度でも入園いただけます） 

③ 命名記念板をシマウマ放養場へ掲示 

＜落札金について＞ 

すべて世界自然保護基金(ＷＷＦ)と(社)日本動物園水族館協会 野生動物

保護募金へ、お客さまの手で寄付していただき、野生動物の繁殖や保護に活用

されます。 

        ＜命名時の注意＞ 

         落札された場合でも以下に該当する名前は命名できませんのでご注意くださ

い。なお、その際にはみさき公園事務所との再調整となり、再調整が不成立の

場合は、権利は次点者へ移動します。なお、命名権は、第三者への譲渡は出来

ません。 

① 公序良俗に反するもの 

② 第三者の商標などを侵害するもの 

③ みさき公園事務所がシマウマの名前にふさわしくないと判断したもの 

 

以上 

 

 


